
                            オフィスウエハラのＫ-ＵＰ情報 

 

「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度について」 

 

・概要と目的 

建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度（以下「自主宣言」という。）は、建設技能者を大切にし、処

遇改善に積極的に取り組もうとする事業者がその旨を内外に発信することにより、建設技能者から発注者 

・エンドユーザーに至るまでのサプライチェーンの中で当該事業者が適切に評価され、ひいては受注機会

が確保されることや就業者に選ばれることなどにより、処遇改善の取組が持続的に行われることとなる枠

組を作ることを目的としています。 

 

・自主宣言を行うメリット 

宣言企業は、ロゴマークを使用可能とし企業一覧を国土交通省ＨＰで公表。また、宣言企業に対して今後

インセンティブを講じることを検討しております。 

 

 

※経審ではＷ点(社会性等)で加点されることがほぼ決定のようです。加点は５点の見込みのようです。 

今年７月後の施行の予定のようですが、既に宣言されている企業もあります。 

取り組むには余裕が大事です。       （国交省 HPから検索可能） 

 上記「自主宣言」に関連しているのが「ＣＣＵＳの取組み」ですので併せてご確認ご検討下さい。 

  

 

・宣言の申請方法等 

「建設技能者を大切にする企業の自主宣言」か愛称の「職人いきいき宣言」で検索するか国土交通省 HP 

をご覧下さい。 

 この画面の下欄に申請窓口があります。（スマホでの検索には QRをご利用下さい） 
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